
新たな啓発について研
究していく　　　　　

消費税率引き上げ分に
限り使用料改定を実施
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▲津市で無償配布している家具

　固定金具セット

公の施設使用料は引き
上げをすべきでない　

問　令和2年4月1日より、消費

税率引き上げに係る会館・公民

館等の公の施設の使用料等の改

定が提案されている。消費税率

引き上げ分の平成26年4月の3％

と令和元年10月からの2％の5％

の転嫁であるが、施設使用料の

消費税分は国に納付することに

なっているのか。施設利用者は

今でも使用料が高く困っている。

これ以上の使用料引き上げはや

めるべきではないか。

答　地方公共団体の一般会計に

係る事業については、消費税法

の規定による仕入税額控除の特

例があり、売り上げに係る消費

税額と仕入れに係る消費税額が

同額とみなされるため、消費税

を納付することはない。

　しかし、例えば、施設修繕や

各種設備機器の点検等の維持管

理費や、電気代等の運営費など、

税率引き上げに伴い、市の負担

が増えることになる。

　これらの状況も踏まえ、施設

を利用いただく皆様にも受益者

としての負担をお願いするため、

消費税率引き上げ分に限って、

使用料の改定を実施するもので

ある。

　  ●その他の質疑・質問●

○会計年度任用職員制度導入に

ついて

 ● どのような処遇改善か

 ● 正規職員に影響はないのか

○幼児教育・保育の無償化に関

する市の対応について

 ● 公立保育所は利用料100％が

市の負担だが、減らさず増設を

 ● 待機児童解消と保育士確保を

 ● 認可外保育所は基準が緩いが

保育の質と安全の確保を　など

▲使用料を据え置き、地域を活

　性化させるための公民館を

家具固定の啓発にむけ
て直接訪問の取組を　
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問　種々の防災アンケート結果

を見ると、家具の転倒対策をし

ている世帯は少ないと感じる。

津市でも家具固定の補助事業等

を実施しているが、利用状況は

伸びていない。

　名古屋市では、市内のモデル

地区を指定し、啓発のため、直

接訪問の取組を始めた。津市で

は、どのような啓発の取組を行

っているか。また、直接訪問の

取組を検討してはどうか。

答　津市では、広報津やホーム

ページへの掲載、また防災学習

会や防災訓練などで家具転倒防

止対策の広報、啓発を行ってい

る。また、家具固定費用の一部

補助や固定金具の無償配布、高

齢者のみの世帯や障がい者との

同居世帯を対象に固定金具の取

りつけ支援を行っている。各家

庭での取組が進むことで、地震

発生時の家具転倒による被害の

軽減が図れることから、より効

果的な啓発方法について、関係

部局と連携し検討していく。全

国には職員が家庭を直接訪問し

て、啓発を行っている例もある。

津市においても、消防団と連携

した戸別訪問など、新たな啓発

について研究していく。

　  ●その他の質疑・質問●

○市長所信表明から

 ● 「地域事業枠予算」について

 ● 「地域に寄り添いながら働く

採用制度」について

○スマート自治体を推進する取

組について

 ● ＲＰＡの有効性と効率性は

○多胎家庭への支援について

○いじめや引きこもりをケアす

る包括的な役割について　など
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